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審査部

審査のスピード・正確さの維持・向上のため、担当者にスキル・ノウハウを蓄積
内製化により、中・長期を見据えた人材育成を図るとともに、ジョブローテーションで複数の
業務を経験することによりマルチタスクプレイヤーを育成し、臨機応変なチーム編成を可能に
して、課ごとに異なる業務の繁忙期に柔軟に対応する。

事業者の利便性、適正な申請・審査の向上のため、新システムへスムーズに移行
新システム専任担当者を継続配置するとともに、新システムにおける事業者のスムーズな申請
のため、画面を多く取り入れた審査マニュアルを作成し、事業者が容易に操作できる状態を
目指す。
また、月次審査業務について内製化を段階的に進めているが、令和6年度は新システムでの
月次審査が本格的に始まることから、スムーズな移行を図るべく担当者が月次審査に精通して
いる業務委託を継続する。

②令和6年度企業主導型保育事業本部の体制について
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①完了報告等の申請

完了報告審査

令和5年度完了報告（運営費約４,500件）の早期確定に向け、業務遂行体制の強化・事務フローの見直し
を引き続き実施。

申請手続きの点検

各事業者の事務負担軽減及び適正な運営の推進等を目的として、各種申請手続きの内容を点検し、改善が
できることについては適切に対応。

新システムによる完了報告等の申請への対応。

早期確定・審査の質向上のため、審査部・指導監査部・子ども相談支援部による連携強化。

②月次報告審査

約4,500件の月次報告審査の円滑な実施のために、業務委託先や指導監査部、こども相談支援部との連携を
強化し更なる審査の質向上（ルールの明確化、標準化）及び効率化を目指す。

新システムによる月次報告申請等への対応。

昨年度に引き続き、年度初めから提出期限内未申請の事業者が出ないように働きかけを強化し、年度の最初
から期限内未申請事業者を最小化していく。



３．令和６年度企業主導型保育事業について
（１）児童育成協会の活動方針について（補助事業） ③システム

①今後のスケジュール

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

▲概算交付申請機能稼働開始

▲月次報告機能稼働開始

▲年度報告・完了報告機能稼働開始

2023年(令和5年度) 2024年(令和6年度)

本稼働

▲1/9マスタ管理機能稼働開始
　▲1/22事業計画申請機能稼働開始

概算交付申請機能・月次報告機能及び年度報告・完了報告機能のスムーズなサービスイン

⇒ 分割リリースのそれぞれのタイミングでスムーズにサービスインできるよう開発ベンダとの協力
体制を強化しプロジェクト管理を徹底する。

2024年6月以降の開発方針について

⇒ 6月本番稼働後は制度改正等に対応した開発を行う予定。
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